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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源からの光束を走査して有効走査領域に画像を形成する走査手段と、
　光を検知する光検知手段と、
　前記走査手段によって走査されている光束が前記有効走査領域の外側に向かう状態にお
いて、該光束のうち前記光束の進行方向と垂直である光束幅内での一部の光束成分を前記
光検知手段に導く導光手段とを有し、
　前記導光手段は、前記有効走査領域の外側に向かう光束の進行方向の位置のうち、前記
光束幅内に前記有効走査領域に向かうときの該光束の光路に重なる部分と重ならない部分
とを含む位置に設けられ、該重ならない部分から前記光束成分を前記光検知手段に導くこ
とを特徴とする光走査装置。
【請求項２】
　前記導光手段は、反射面であることを特徴とする請求項１に記載の光走査装置。
【請求項３】
　前記導光手段における前記光束の進行方向と垂直である前記光束成分が入射する面の幅
が、前記重ならない部分の幅よりも小さいことを特徴とする請求項１又は２に記載の光走
査装置。
【請求項４】
　前記導光手段は、前記光束成分を、前記有効走査領域に向かうときの該光束の光路に対
して交差させて前記光検知手段に導くことを特徴とする請求項１から３のいずれか１つに
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記載の光走査装置。
【請求項５】
　前記光検知手段は、エリアセンサを有し、該エリアセンサの出力信号に基づいて、前記
走査手段により走査されている光束の位置を検知することを特徴とする請求項１から３の
いずれか１つに記載の光走査装置。
【請求項６】
　前記走査手段は、第１の方向及び該第１の方向に垂直な第２の方向に光束を走査し、
　前記導光手段は、前記光束成分を前記第１の方向において前記光検知手段に導き、
　前記光検知手段は、前記走査手段により走査されている光束の前記第２の方向での位置
を検知することを特徴とする請求項５に記載の光走査装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１つに記載の光走査装置を有することを特徴とする走査型画
像表示装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の走査型画像表示装置と、
　該走査型画像表示装置に画像情報を供給する画像供給装置とを有することを特徴とする
画像表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源からの光束を走査して画像を形成する光走査装置及びこれを用いた走査
型画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光走査装置は、光源からの光束を走査デバイス（偏向器）により反射偏向することで走
査し、被走査面に画像を描画する。このような光走査装置は、走査されている光束を受光
素子で受けて検知する光検知器を有することが多い。光検知器としては、代表的なものと
して同期検知器がある。その他にも、照射位置検知器や振幅センサ等がある。
【０００３】
　同期検知器には、走査デバイスで偏向（走査）されている光束が同期検知用ミラーで反
射されて導かれる。同期検知器は、スリットと受光素子とで構成され、ミラーで反射され
た光束（検知光）のスポットがスリットを横切る際に該スリットを通過した検知光を受光
素子で受けて走査タイミングを検知する。走査タイミングに対して光源の発光タイミング
を調整することで、画像の描き出し位置を揃えることができる。
【０００４】
　検知光としては、走査されている光束のうち、被走査面上における描画すべき画像が形
成される有効走査領域（像形成領域）の外側に存在する非有効走査領域へ向かう光束が用
いられる。この光束は、光束の走査範囲の中で最も外側に偏向される光束である。このた
め、検知光の偏向角は、走査デバイスの最大偏向角（振幅）や光走査装置の大きさを決定
する大きな要因となっている。
【０００５】
　同期検知用光学系の構成に特徴を持たせて小型化した光走査装置としては、特許文献１
～３にて開示されたものがある。
【０００６】
　特許文献１では、同期検知器の配置を工夫することで小型化した光走査装置が開示され
ている。具体的には、走査デバイスとして１つのミラー面を有する軸状偏向器を用い、同
期検知器を該偏向器で偏向された光束を直接受光する位置に配置して、ｆθレンズと偏向
器とを一体化している。
【０００７】
　また、特許文献２では、走査用レンズを工夫することで小型化した光走査装置が開示さ
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れている。具体的には、走査用レンズのうち有効走査領域外に向かう光束が通過する周縁
部に、有効走査領域に向かう光束が通過する部分とは不連続な屈折率を有する検知光偏向
部を設けている。検知光偏向部で走査用レンズよりも外側に偏向された検知光は、その先
方に配置された同期検知用の受光センサで受光される。これにより、主走査方向の走査位
置が検知される。
【０００８】
　さらに、特許文献３では、走査デバイスの近傍に同期検知用ミラーを配置した光走査装
置が開示されている。走査デバイスと光分離手段との間には、この間の光路の一部を折り
曲げる同期検知用ミラーが配置され、該折り曲げられた光路に沿った複数の光ビームを同
期センサで受光して同期検知を行う。
【特許文献１】特開平４－１８４４１１号公報（２頁右上欄１８行～同頁右下欄９行）
【特許文献２】特開平９－１０１４７２号公報（段落００２２、図１等）
【特許文献３】特開２００５－１６４９９７号公報（段落００２５、図１等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１にて開示された光走査装置では、偏向器の最大偏向角を通常
よりも大きく設定する必要があり、走査効率が低下する。これは、同期検知器を偏向器の
近傍に配置するために、同期検知に用いられる光束を被走査面上の有効走査領域へ向かう
光束から同期検知器のサイズ以上離す必要があるからである。これにより、非有効走査領
域が広がって有効走査領域の比率が低下する。すなわち、走査効率が低下し、さらに像面
照度も低下する。
【００１０】
　また、特許文献２にて開示された光走査装置では、走査用レンズの周縁部によって検知
光をさらに外側に偏向させている。このため、同期検知用センサは走査用レンズから外側
に離れた位置に配置される。したがって、光走査装置を十分に小型化することが難しい。
【００１１】
　さらに、特許文献３にて開示された光走査装置では、走査デバイスからの検知光の光路
を折り曲げる同期検知用ミラーが用いられているが、該折り返しミラーは、検知光として
の光束の光束幅全体が、有効走査領域へ向かう光束の光路と重ならない光進行方向位置に
設けられている。このため、走査デバイスの最大偏向角を大きくする必要があり、この結
果、特許文献１の装置と同様に、走査効率の低下等の問題が生じる。
【００１２】
　本発明では、光の走査効率が高く、かつコンパクトな光走査装置及びこれを備えた走査
型画像表示装置を提供することを目的の１つとする。
【００１３】
　また、本発明は、組み立て誤差があっても安定して光検知を行うことができる光走査装
置及び走査型画像表示装置を提供することを目的の１つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一側面としての光走査装置は、光源からの光束を走査して有効走査領域に画像
を形成する走査手段と、光を検知する光検知手段と、前記走査手段によって走査されてい
る光束が前記有効走査領域の外側に向かう状態において、該光束のうち光束幅内での一部
の光束成分を前記光検知手段に導く導光手段とを有し、前記導光手段は、前記有効走査領
域の外側に向かう光束の進行方向の位置のうち、光束幅内に前記有効走査領域に向かうと
きの該光束の光路に重なる部分と重ならない部分とを含む位置に設けられ、該重ならない
部分から前記光束成分を前記光検知手段に導くことを特徴とする。
【００１６】
　なお、上記光走査装置を用いた走査型画像表示装置及、さらにこれを含む画像表示シス
テムも、本発明の他の側面を構成する。
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【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、有効走査領域の外側に向かう光束のうち光束幅内での一部の光束成分
を検知光として導光手段により取り出す。このため、光束幅の全体を検知光とする場合に
比べて、導光手段を走査手段に近づけることができるとともに、小型化することができる
。この結果、光走査装置及びこれを備えた走査型画像表示装置を小型化することができる
。
【００１８】
　また、導光手段を走査手段に近づけることにより、有効走査領域の外側の領域（非有効
走査領域）を狭くすることができる。このため、走査効率を高め、像面照度も明るくする
ことができる。さらに、走査手段による光束の最大偏向角を小さくすることができるので
、走査手段を安定して駆動することができる。
【００１９】
　そして、この光走査装置を用いることで、小型でありながらも明るい画像を表示できる
走査型画像表示装置を実現することができる。
【００２０】
　また、本発明によれば、導光手段と光検知手段とが光学的に共役な関係とされるので、
導光手段の位置や姿勢等に取り付け誤差があっても、安定した光検知を行うことができる
。そして、この光走査装置を用いることで、良質な画像を表示できる走査型画像表示装置
を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００２２】
　図１には、本発明の実施例１である２次元走査型画像表示装置の概要を示す。この２次
元走査型画像表示装置は、以下に説明する２次元光走査装置１２を主たる構成要素として
含む。
【００２３】
　光源である半導体レーザ１から出射した光束は、集光レンズ２を介して開口絞り３で光
束幅を制限されて走査ユニット４に入射する。走査ユニット４は、入射した光束を水平方
向（Ｘ方向）に偏向する水平走査デバイス４ａと、垂直方向（Ｙ方向）に偏向する垂直走
査デバイス４ｂにより構成されている。走査ユニット４により、半導体レーザ１からの光
束を２次元方向に偏向（走査）する。走査ユニット４からの光束Ｌａは、被走査面として
のスクリーン５上にスポット像を形成する。光束Ｌａが走査されることで、スポット像が
２次元方向に移動する。
【００２４】
　本実施例では、水平走査デバイス４ａとして、２０ｋＨｚの周波数で矢印Ａの方向に共
振駆動されるＭＥＭＳミラーを用いており、光束Ｌａを水平方向に往復走査する。また、
垂直走査デバイス４ｂとしては、６０Ｈｚの周波数で間欠的に矢印Ｂの方向に回転駆動さ
れるガルバノミラーを用いており、光束Ｌａを上から下へと走査する。本実施例では、水
平方向にファーストスキャンを行い、垂直方向にはスロースキャンを行う。これにより、
図中に点線矢印で示したように、水平方向に往復する走査線が形成されるラスタ走査を行
っている。
【００２５】
　また、スクリーン５上における一点鎖線で示す走査領域６内には、実線で示す有効走査
領域７とその外側の非有効走査領域８とがある。有効走査領域７は、例えば６００本の走
査線を描くことで画像が形成される画像形成領域である。一方、非有効走査領域８は、光
束Ｌａは走査されるが、画像は形成されない非画像形成領域である。
【００２６】
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　光束Ｌａが非有効走査領域８で走査されている状態で、同期検知を行う。ここにいう同
期検知は、光束Ｌａの水平方向（第２の方向）での走査位置を検出することで、往復走査
における画像描画位置を精度良く合わせるために行われる。また、往復走査での画像描画
位置を合わせることで、画像の描き出し位置も揃う。
【００２７】
　水平走査デバイス４ａとして用いているＭＥＭＳミラーは共振駆動されるため、その角
速度はミラーの振幅中心付近で最も速く、最大振幅（最大偏向角）付近で最も遅くなる。
水平方向の走査位置を精度良く検知するためには、水平走査デバイス４ａで走査されてい
る光束Ｌａの角速度が速い画像の水平方向中心付近で検知を行うことが望ましい。そこで
、本実施例では、光束Ｌａが有効走査領域７の上方に存在する非有効走査領域８にて走査
されている（該非有効走査領域８に向かっている）状態で、水平方向の中心点Ｄで同期検
知を行う。
【００２８】
　非有効走査領域８の水平方向中心点Ｄに光束Ｌａが向かっている状態において、光束Ｌ
ａの一部が、反射面を有する導光手段としての光検知用ミラー９で下方（垂直方向：第１
の方向）に反射されて検知光Ｌｂとなる。検知光Ｌｂは、光検知用レンズ１０を通過する
ことによって、光検知手段としての同期検知器２０を構成するエリアセンサ１１上にスポ
ット像を形成する。光検知用レンズ１０は、光源（半導体レーザ１）とエリアセンサ１１
の受光面とを光学的に共役な関係としている。
【００２９】
　エリアセンサ１１では、スポット像を撮像し、その撮像データを出力する。検知回路２
１は、エリアセンサ１１からの撮像データ（出力信号）での輝度分布から輝度重心位置を
算出し、光束Ｌａの水平方向での走査位置を検知する。より具体的には、水平往復走査の
往路と復路での特定のタイミングで半導体レーザ１を発光させてスポット像を作ることで
、それぞれでの走査位置を検知する。
【００３０】
　そして、駆動回路２５は、往路と復路での走査位置のずれ量に応じて半導体レーザ１の
発光タイミングを調整し、往復走査での画像描画位置を精度良く合わせる。つまり、水平
方向の走査中心位置において、水平走査デバイス４ａの共振駆動と半導体レーザ１の発光
タイミングとを同期させ、往復走査による画像の描き出し位置を揃えている。
【００３１】
　なお、駆動回路２５には、パーソナルコンピュータ、ＤＶＤプレーヤ、テレビチューナ
等の画像供給装置３０が接続されている。駆動回路２５は、画像供給装置３０から入力さ
れた画像情報に応じて半導体レーザ１を変調する。これにより、入力された画像情報に対
応した画像が有効走査領域７に表示される。本実施例の走査型画像表示装置と画像供給装
置３０とにより画像表示システムが構成される。
【００３２】
　図２には、本実施例に対する比較例１としての光走査装置１２′の垂直断面を示す。な
お、図２において、図１に示した構成要素と共通する構成要素には、図１と同符号を付し
ている。
【００３３】
　図２には、走査ユニット４で反射偏向された光束Ｌａが、スクリーン（被走査面）５上
で走査される様子と同期検知器１１′に導かれる様子を模式的に示している。
【００３４】
　Ｌａ１は、光束Ｌａが被走査面５上の有効走査領域７の下端に到達しているときの状態
を示す。Ｌａ２は、光束Ｌａが有効走査領域７の上端に到達しているときの状態を示す。
また、Ｌａ３は光束Ｌａが有効走査領域７の上側にある非有効走査領域８に向かっている
状態を示す。このように、Ｌａ１，Ｌａ２，Ｌａ３は光束Ｌａの異なるタイミングでの状
態を示すが、以下の説明では、それぞれの状態を光束Ｌａ１，光束Ｌａ２及び光束Ｌａ３
と称する。
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【００３５】
　光束Ｌａ３は、同期検知器１１′へと導かれるため、実際には非有効走査領域８には到
達しないが、図２には、光検知用ミラー９がない場合の光路を点線で示している。
【００３６】
　比較例１の光走査装置では、光束Ｌａ３が非有効走査領域８の水平方向中心点Ｄに向か
っている状態で同期検知を行う。このため、光束Ｌａ３の光路上に光検知用ミラー９を配
置して該光束Ｌａ３を下方に反射し、検知光Ｌｂとして同期検知器１１′へと導く。同期
検知器１１′は、図１に示したエリアセンサ１１とは異なり、スリット１１ａと受光素子
１１ｂとにより構成されている。スリット１１ａは、水平方向中心点Ｄと等価な位置に配
置されている。スリット１１ａ上を検知光Ｌｂのスポットが横切る際にスリット１１ａを
通過した光束が受光素子１１ｂで受光される。そして、受光素子１１ｂで受光した光束の
光量が閾値を超えたタイミングが検知される。
【００３７】
　このとき、有効走査領域７に到達する光束Ｌａ２を遮光してはならない。このため、光
束Ｌａ３の進行方向において、該光束Ｌａ３が有効走査領域７に向かう光束Ｌａ２の光路
に対して重ならない位置に光検知用ミラー９を配置する必要がある。しかし、走査ユニッ
ト４から射出した光束Ｌａ３が光束Ｌａ２の光路に対して完全に重ならなくなるのは、走
査ユニット４に対してよりも走査領域６（スクリーン５）に近い位置である。したがって
、光走査装置１２′が大型化する。
【００３８】
　図３には、本実施例に対する比較例２としての光走査装置１２″の垂直断面を示す。な
お、図３において、図２に示した構成要素と共通する構成要素には、図２と同符号を付し
ている。
【００３９】
　図３でも、走査ユニット４で反射偏向された光束Ｌａが、スクリーン（被走査面）５上
で走査される様子と同期検知器１１′に導かれる様子を模式的に示している。
【００４０】
　比較例２では、比較例１に比べて、光検知用ミラー９を走査ユニット４に近づけている
。これにより、光走査装置１２″は小型化する。
【００４１】
　但し、比較例２においても、光束Ｌａ３の進行方向において、該光束Ｌａ３が有効走査
領域７に向かう光束Ｌａ２の光路に対して重ならない位置に光検知用ミラー９を配置する
ことに変わりはない。このため、比較例２では、比較例１に比べて走査ユニット（垂直走
査デバイス）４の最大偏向角を大きくして、光束Ｌａ３の光束Ｌａ２の光路に対してなす
偏向角度を増加させている。
【００４２】
　この場合、上述したように光検知用ミラー９を走査ユニット４に近づけることができる
。しかし、有効走査領域７の大きさは変わらないので、非有効走査領域８だけが広くなり
、走査効率が著しく低下する。例えば、比較例１では走査効率が７１％であるのに対し、
比較例２では５８％まで低下する。
【００４３】
　ここでいう走査効率とは、１周期の走査に対する有効走査領域７が占める時間の割合で
ある。１周期の中で走査領域が８０％、帰線が２０％を占める。さらに、走査領域６の中
を有効走査領域７と非有効走査領域８が占めている。つまり、
　走査効率＝（有効走査領域）／（非有効走査領域＋帰線）
である。
【００４４】
　このように走査効率が低下すると、単位時間当たりの光源のパワーを十分に活かすこと
ができず、表示される画像が暗くなる。また、走査ユニット４でも最大偏向角を増大させ
る必要があるため、駆動が不安定になるおそれがある。
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【００４５】
　そこで、本実施例では、これら比較例１，２が有する問題を解決しつつ、光走査装置１
２の小型化を図っている。
【００４６】
　図４Ａには、本実施例における光走査装置１２の垂直断面を示している。光束Ｌａ１は
走査ユニット４（垂直走査デバイス４ｂ）で走査されている光束Ｌａがスクリーン５上の
有効走査領域７の下端に到達する状態を示す。光束Ｌａ２は該光束Ｌａが有効走査領域７
の上端に到達している状態を示す。光束Ｌａ３は該光束Ｌａが走査領域６の上側にある非
有効走査領域８に向かっている（到達している）状態を示す。
【００４７】
　光束Ｌａ３の光路中には光検知用ミラー９が配置され、その反射面９ａにより光束Ｌａ
３をエリアセンサ１１に向けて反射する。
【００４８】
　光検知用ミラー９は、光束Ｌａ３の進行方向において、該光束Ｌａ３の光束幅（光束断
面）内に光束Ｌａ２の光路と重なる部分と重ならない部分とを有する位置に配置されてい
る。図４Ｂは、図４ＡのＥ－Ｅ線で切断した光束断面を示しており、この図において、Ｌ
ａ３ａが光束Ｌａ２の光路と重なる部分であり、Ｌａ３ｂが重ならない部分である。そし
て、光検知用ミラー９は、光束Ｌａ３のうち該重ならない部分Ｌａ３ｂの光束成分（すな
わち、光束幅内の一部の光束成分）のみを反射面９ａにより反射するように配置されてい
る。
【００４９】
　なお、光検知用ミラー９（反射面９ａ）は、垂直断面において、上記重ならない部分Ｌ
ａ３ｂよりも若干大きな幅（高さ）を有する。これは、光束Ｌａ３のうちできるだけ多く
の光束成分を検知光Ｌｂとして利用するためである。
【００５０】
　光束Ｌａ３のうち光検知用ミラー９で反射した光束成分である検知光Ｌｂは、光検知用
レンズ１０を通過してエリアセンサ１１上にスポット像を形成する。前述したように、エ
リアセンサ１１からのスポット像の撮像データに基づいて、光束Ｌａの水平方向での走査
位置が検知される。
【００５１】
　本実施例では、エリアセンサ１１を用いて光束Ｌａの水平方向での走査位置を検知する
ために、検知光Ｌｂを光検知用ミラー９によって垂直方向に反射されてエリアセンサ１１
に導いている。これにより、検知光Ｌｂは、光束Ｌａ２の光路と交差してエリアセンサ１
１に導かれる。
【００５２】
　ここで、上述したように、光束Ｌａ３のうち光束Ｌａ２の光路と重ならない部分Ｌａ３
ｂの光束成分（検知光Ｌｂ）を光検知用ミラー９で取り出した場合、検知光Ｌｂの光束幅
が狭くなるのは垂直方向のみであり、エリアセンサ１１上に形成されるスポットの水平方
向での径（スポット径）は変わらない。このため、スポットの水平方向での重心位置を求
めるにあたって問題はなく、十分に精度良く走査位置を検知することができる。
【００５３】
　特に、本実施例では、同期検知器２０にエリアセンサ１１を用いて、撮像されたスポッ
トの輝度分布からスポットの重心位置を求めているため、スポット径が大きくなったり光
束幅が狭くなったりすることによるピーク光量低下の影響を受けにくい。
【００５４】
　つまり、検知光Ｌｂが光束Ｌａ３の光束幅内での一部の光束成分であっても、光束Ｌａ
の走査位置を正確に検知できる。そして、光検知にエリアセンサ１１を用いると、光量低
下の影響を少なくすることができ、常に安定した光検知を行うことができる。
【００５５】
　なお、光束Ｌａ３のうち光検知用ミラー９で取り出されない光束成分は非有効走査領域
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８に到達するが、ここには画像が形成されないので、表示画像の品位に影響を与えない。
【００５６】
　以上説明したように、本実施例では、非有効走査領域８に向かう光束Ｌａ３の光束幅内
の一部が有効走査領域７に向かう光束Ｌａ２の光路に対して重なる位置において、該光路
とは重ならない部分の光束成分を検知光Ｌｂとして光検知用ミラー９により取り出す。こ
れにより、比較例１に比べて、光検知用ミラー９を走査ユニット４に近づけて配置するこ
とができ、光走査装置１２のより小型化を図ることができる。しかも、本実施例では、比
較例２のように、走査ユニット４による光束Ｌａ３の偏向角度を大きくする必要がない。
このため、走査効率を高めることができる。本実施例の走査効率は、比較例１と同じ７１
％と高い。
【００５７】
　さらに、本実施例では、光検知（同期検知）のためにエリアセンサ１１を用いることで
、光束Ｌａ３に対して光束幅が狭い検知光Ｌｂによっても高精度に光束Ｌａの走査位置検
知を行うことができる。
【００５８】
　したがって、小型化でありながらも高い走査効率と高い走査位置検知精度を有する光走
査装置及び走査型画像表示装置を実現することができる。
【００５９】
　特に、半導体レーザを光源として用いる場合、その出力をあまり高くすることができな
いので、走査効率を高めることにより、１フレーム画像中での半導体レーザの発光時間の
比率が大きくなり、明るい画像を表示できる。
【実施例２】
【００６０】
図５Ａには、本発明の実施例２である２次元光走査装置の垂直断面を示す。この光走査装
置５２も、実施例１と同様に、走査型画像表示装置の主たる構成要素として用いられる。
また、走査ユニット４（図には垂直走査デバイス４ｂのみ示す）により光束Ｌａを走査し
て有効走査領域７に画像を形成する点及び非有効走査領域８に向かう光束Ｌａ３における
光束幅内の一部の光束成分（検知光Ｌｂ）を光検知用ミラー９で取り出して同期検知に用
いる点も、実施例１と同じである。本実施例において、実施例１と同じ又は同じ機能を有
する構成要素には、実施例１と同符号を付す。また、図５Ｂには、図５ＡのＦ－Ｆ線での
断面を示す。
【００６１】
　本実施例は、図５Ｂに詳しく示すように、垂直断面において、光検知用ミラー９の反射
面９ａ（光束Ｌａが入射する面）の幅（高さ）を、光束Ｌａ３の光束幅内において光束Ｌ
ａ２の光路と重ならない部分Ｌａ３ｂの幅よりも小さくした点で実施例１と異なる。また
、同期検知器１１′を、前述した比較例と同様に、スリット１１ａと受光素子１１ｂとで
構成した点で、実施例１と異なる。
【００６２】
　図６には、本実施例の光走査装置５２の垂直断面を拡大して示している。ここで、光束
Ｌａ３のうち光束幅内の一部の光束成分のみを光検知用ミラー９で反射させて同期検知器
１１′に導く場合、光検知用ミラー９（反射面９ａ）と光束Ｌａ３との位置関係が重要と
なる。
【００６３】
　本実施例において、実施例１のように比較的大きな反射面９ａを有する光検知用ミラー
９を用いた場合、光検知用ミラー９の装置内での取り付け位置がずれた場合に、光束Ｌａ
３から取り出される検知光Ｌｂの光束幅が変化する。つまり、同期検知器１１′上に到達
する光量が変わる。これにより、受光素子１１ｂで受光される光量が変化するので、スポ
ットがスリット１１ａを通過し始めてから受光量が閾値に達するまでの時間が変化し、走
査タイミングの検知に誤差が生じる。また、これを回避するために、閾値を再設定する必
要がある。
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【００６４】
　そこで、本実施例では、垂直断面内において、光束Ｌａ３の光束幅内における光束Ｌａ
２の光路と重ならない部分Ｌａ３ｂの幅よりも小さい幅の反射面９ａを有する光検知用ミ
ラー９を用いている。
【００６５】
　これにより、検知光Ｌｂの光束幅は、光検知用ミラー９の反射面９ａの幅で決められる
。このため、光検知用ミラー９の取り付け位置にある程度のずれ（誤差）が生じても、一
定光量の検知光Ｌｂを同期検知器１１′に導くことができる。したがって、受光素子１１
ｂでの受光量の閾値を固定したまま、安定して走査タイミングを検知することができる。
すなわち、高精度な同期検知を行うことができる。
【００６６】
　また、光検知用ミラー９を小さくした分、実施例１よりもさらに光走査装置５２を小型
化することができる。
【００６７】
　なお、従来は、光量減衰手段としてＮＤフィルタを光検知用レンズ１０の前に配置して
受光素子１１ｂの感度に合うように入射光量を調整していた。しかし、本実施例の光検知
用ミラー９を用いれば、受光素子１１ｂに到達する光量が所望の値となるように光検知用
ミラー９の反射面９ａの幅を設定することができる。これらより、ＮＤフィルタが不要に
なる。つまり、本実施例の光検知用ミラーは、ＮＤフィルタなどの光量減衰手段としての
役割を果たすこともできる。このため、光走査装置の構成部品点数を削減することができ
る。
【実施例３】
【００６８】
　図７には、本発明の実施例３である２次元光走査装置の垂直断面を示す。この光走査装
置７２も、実施例１と同様に、走査型画像表示装置の主たる構成要素として用いられる。
また、走査ユニット４（図には垂直走査デバイス４ｂのみ示す）により光束Ｌａを走査し
て有効走査領域７に画像を形成する点も実施例１と同じである。さらに、非有効走査領域
８に向かう光束Ｌａ３における光束幅内の一部の光束成分（検知光Ｌｂ）を光検知用ミラ
ー９で取り出し、エリアセンサ１１を用いて同期検知を行う点も、実施例１と同じである
。本実施例において、実施例１と同じ又は同じ機能を有する構成要素には、実施例１と同
符号を付す。
【００６９】
　本実施例では、垂直断面において、光検知用ミラー９とエリアセンサ１１とに光学的に
共役な関係を持たせている点で実施例１と異なる。
【００７０】
　図８には、本実施例の光走査装置の垂直断面を拡大して示している。図８中に矢印Ｇで
示すように、光検知用ミラー９の取り付け角度（傾き）に誤差があった場合、実施例１で
は、検知光Ｌｂのスポットがエリアセンサ１１から外れてしまい、同期検知ができないお
それがある。特に、光検知用ミラー９が垂直断面内で傾いた場合は、半導体レーザ１の発
光タイミングを変化させても、検知光Ｌｂをエリアセンサ１１に導けないおそれがある。
【００７１】
　そこで、本実施例では、光検知用レンズ（光検知光学系）１０′に、垂直断面において
光検知用ミラー９の反射面９ａとエリアセンサ１１の受光面とを光学的に共役な関係とす
る機能を持たせている。これにより、取り付け誤差によって光検知用ミラー９が傾いても
、常にエリアセンサ１１上に検知光Ｌｂを導くことができる。
【００７２】
　本実施例では、光検知用レンズ１０′を、水平方向の焦点距離よりも垂直方向の焦点距
離が短い１枚のアナモルフィックレンズで構成している。
【００７３】
　ここで、光検知用レンズ１０′の水平方向の焦点距離ｆｘとし、垂直方向の焦点距離ｆ
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ｙとする。また、光検知用ミラー９の反射面９ａから光検知用レンズ１０′までの距離を
ｄ１とし、光検知用レンズ１０′からエリアセンサ１１の受光面までの距離をｄ２とする
。このとき、次式を満足する関係が成立する。
【００７４】
【数１】

【００７５】
　また、走査ユニット４からスクリーン（被走査面）５までの距離が遠い場合は、次式の
関係を満足するように設定するとよい。
【００７６】

【数２】

【００７７】
　このように、本実施例の光検知用レンズ１０′は、垂直断面内においてのみ光検知用ミ
ラー９の反射面９ａとエリアセンサ１１の受光面とを光学的に共役な関係とし、水平方向
においては検知光Ｌｂをエリアセンサ１１上にスポットとして結像させている。これによ
り、水平方向においては光束Ｌａの走査位置を検知でき、垂直方向においては取り付け誤
差によって光検知用ミラー９が傾いても常にエリアセンサ１１の受光面における同じ位置
に検知光Ｌｂを導くことができる。すなわち、光検知用ミラー９の傾き誤差の影響を排除
して、安定した光検知を行うことができる。
【００７８】
　なお、本実施例では、実施例１と比べて、エリアセンサ１１上のスポットは垂直方向に
おいて幅が大きくなるが、水平方向においては変化がなく、小さいスポット径のままであ
る。このため、水平方向の走査位置を精度良く検知することができる。
【００７９】
　また、本実施例において、実施例２のように、垂直方向の反射面の幅が小さい光検知用
ミラー９を用いることで、垂直方向の光束幅をある程度狭くすることができる。
【００８０】
　なお、上記各実施例では、光束を２次元方向に走査して２次元画像を形成する場合につ
いて説明したが、本発明は、光束を１次元方向に走査する装置にも適用することができる
。
【００８１】
　また、上記各実施例では、１つの半導体レーザ光源を用いた場合について説明したが、
光源の数を複数としてもよい。例えば、赤色光、緑色光及び青色光をそれぞれ射出する３
つの光源を用いて、フルカラー画像を表示する走査型画像表示装置を構成してもよい。
【００８２】
　また、光源としては、半導体レーザに限らず、面発光レーザやＬＥＤ、ＥＥＬＥＤ（Ed
ge Emitting Light Emitting Diode）等、他の光源を用いてもよい。
【００８３】
　また、上記各実施例では、光束Ｌａ３から検知光Ｌｂを取り出す導光手段としてミラー
を用いた場合について説明したが、本発明では、導光手段として反射面を有したプリズム
等の光学素子を用いることもできる。
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【００８４】
　さらに、上記各実施例では、スクリーンや壁等に画像を表示する走査型画像表示装置に
用いられる光走査装置について説明したが、本発明は、観察者の眼前又は網膜上に画像を
形成する走査型画像表示装置にも適用することができる。さらに、本発明は、画像表示装
置に限らず、光束の走査により被走査面に画像を形成する各種装置に適用することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の実施例１である２次元光走査装置を用いた走査型画像表示装置の概要を
説明する斜視図。
【図２】比較例１としての光走査装置の垂直断面図。
【図３】比較例２としての光走査装置の垂直断面図。
【図４Ａ】実施例１の光走査装置の垂直断面図。
【図４Ｂ】図４Ａ中のＥ－Ｅ線断面図。
【図５Ａ】本発明の実施例２である２次元光走査装置の垂直断面図。
【図５Ｂ】図５Ａ中のＦ－Ｆ線断面図。
【図６】実施例２の光走査装置の垂直断面の拡大図。
【図７】本発明の実施例３である２次元光走査装置の垂直断面図。
【図８】実施例３の光走査装置の垂直断面の拡大図。
【符号の説明】
【００８６】
　１　半導体レーザ
　２　コリメータレンズ
　４　走査ユニット
　４ａ　水平走査デバイス
　４ｂ　垂直走査デバイス
　５　スクリーン（被走査面）
　６　走査領域
　７　有効走査領域
　８　非有効走査領域
　９，９′　光検知用ミラー
　９ａ　反射面
　１０，１０′　光検知用レンズ
　１１　エリアセンサ
　１１ａ　スリット
　１１ｂ　受光素子
　１２，５２，７２　２次元光走査装置
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